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桜新町の駅前通の八重桜は例年4月中

旬に見ごろですが、今年も昨年同様に4月

初旬の早い開花となり、1６日には早くも

散り始めました。 

持続化補助金を活用してみました! 

自身でも事業経営をする私の兄が中小企

業診断士として独立し、その関係で私も持

続化補助金を申請してみました。3割の採

択率を突破し、無事に交付決定がなされ

たので利用させて頂きました。私もハローワ

ーク系の助成金の手続きは業務としては行

うのですが、助成金や補助金を自身で使う

のは今回が初めてです。 

「小規模事業者持続化補助金」は、小規

模事業者の販路拡大のための経費の補

助をすることで、経営の持続を支援する経

済産業省の補助金です。 

補助金の手順として、まず、「補助事業計

画」を立てて商工会議所に申請をします。

診断士の兄の助言を受けながら計画を立

てるのは、自分にない視点や情報をもらい

ながらで、頭フル回転でした! 採択後は、

いよいよ計画を実行。診断士のアドバイス

を得ながら、初めてFAX-DM（今どき敢え

てFAX）やGoogle広告等を使ってネット

広告することを試してみました。私一人では

やってみようと思わなかった事でとても刺激

的でした。 その他にも、ランサーズでライタ

ーさんを募集し、HPの記事を書いてもらい

ました。これまで記事は全て自分で書いて

いましたが、ライターさんの力を借りて記事を

書く事は、自身の考えを引き出したり、まと

めたりする事につながりました。 

計画通りにできなかった事もいくつかあっ

て、実際の補助申請額は少額となって

しまったり、申請のための書類をそろえる

のに手間がかかったりという事もありまし

たが、補助金という制度を使うことで沢

山のことを得られ、また新しいお客様に

も出会うことができたので、利用してみ

てとても良かったと思います。 国の補助

金を活用させて頂いた事に感謝し、今

後にも生かしていきたいです。 

また、弊所も中小企業診断士と提携

し、補助金の窓口となることを事業計

画に入れたいと考えています。 

書籍のご案内 

『ITエンジニア残業ゼロの働き方 ～

現場で本当に使えた仕事効率化の法

則95』の著書でエンジニアの田中聡さ

んが友人の友人だったので、先日3人

で食事をさせて頂きました＾＾IT業で

なくても業務効率化のために参考にな

るお勧めの本です。IT業界の世界での

活躍を応援したいと思います。 

 

記事内容 

■法改正等 

・  カスタマーハラスメントのマニュ

アルがついに公表されまし

た! 

 

 

 

 



【法改正等】カスタマーハラスメント（カス

ハラ）の対策マニュアルを厚労省が公表しま

した 

昨年4月に公開予定で延び延びになっていたマニュアル

がついに今年2月に公開されました。 

カスタマーハラスメント（通称）は、顧客からの嫌がらせ

の言動を指します。「労働施策推進法」が改正され、

2020年6月からパワーハラスメントの防止が事業主に義

務付けられました（中小企業は今年の4月から）。その

際に、従業員へのハラスメントの一環として、カスタマーハ

ラスメントについても検討されましたが、条文化は「まだ社

会的機運が熟していない」との理由で見送られ、現在

は、指針において触れられるという中途半端な位置づけ

となっています。 法制化に先立ち、今回、このマニュアル

が作成・公開されたことで、カスタマーハラスメントに関す

る社会的位置づけは向上し、社会的関心も格段に高

まっていくことでしょう。 

カスハラは、「顧客」からの嫌がらせという点で、次の点が

パワハラと異なり対策に躊躇されがちです。 

・企業と顧客は雇用関係にないため、就業規則や社内

のルールで規制することができない。 

・企業は顧客により利益を受けている 

また、消費者の視点からは、消費者が企業に対して物

を申すことが、過剰にハラスメントして捉えられてしまうと、

「消費者が企業に対して言いたいことを言えなくなってし

まう恐れ」があり、消費者保護の観点からの懸念もあり

ます。 

何が（どこからが）カスハラかという事について、本マニ

ュアルで、カスハラのある程度、定義づけや判断基準も

示されていますが、その線引きは各企業によって異なって

くるので、この点、今後実務上重要となってくると考えられ

ます。 

因みに、顧客からのパワハラについては条文上の規制は

ありませんが、顧客からのセクハラは、「男女雇用機会均

等法」において既に規制対象となっています。 

余談ですが、ILO（国際労働機関）条約では、ハラスメント

を、「一回限りであれ繰り返されるものであれ、性的あるいは

経済的苦痛を与えることを目的とし、もしくはそのような結果を

生み出す、受け入れがたい全般的な振る舞い、行為あるいは

脅し」と定義し、セクハラとかパワハラとかカスハラ等と区分せ

ず、仕事の世界におけるハラスメント行為を包括的に捉え、包

括的に規制する事を試みています。（日本は未批准） 

ハラスメントは、カスタマーハラスメントに限らず、次のようなリス

クや損失があります。 

・ ストレスによる能率の低下 

・ 職場全体の士気の低下。 

・ 従業員の離職や休職。また、それによる他の従業員への

負担増加。 

・ 企業が安全配慮義務を怠れば、損害賠償義務を負った

り、労災にも発展。 

弊所では、ハラスメントのない、働きがいのある、生産性の高

い職場づくりを応援し、その具体的対策等の支援をしていきた

いと考えています。 

（資料） 

■｢カスタマーハラスメント対策企業マニュアル｣等を作成しまし

た!（厚労省のページ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24067.html 

■顧客等からの著しい迷惑行為の防止対策の推進に係る

関係省庁連携会議 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16504.html 

＊弊所では、カスタマーハラスメントに問題意識を持つ経営者

の方からご依頼頂き、昨年10月に、管理職向けに「カスタマ

ーハラスメント研修」を行わせて頂いています。（関連記事:

弊所「事務所通信2021年10月号」） 

https://xn--fiq33inqgb2dkt1c.com/?p=1094 

＊カスタマーハラスメントでお困りの事がありましたらご連絡頂

けたら幸いです。 

 


